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資料３－２

【船員派遣事業等フォローアップ会議（平成２１年６月２９日開催）資料】

平成２１年６月２９日

船員派遣事業の実施状況について

平成１７年４月から導入された船員派遣事業については、本日現在で１９２事業者に

ついて許可を行ったところである。

これら許可事業者については、許可後３ヶ月経過を目途に、許可申請事項及び船員派

遣事業の実施状況等を確認するため事業場監査を実施しており、今般、許可事業者のう

ち１５事業者（平成２０年７月、１０月及び１１月に許可をした事業者及びその前に許

可をした事業者であって船員派遣を実施した事業者を対象）について、当該事業場監査

を関係地方運輸局等において次のとおり実施した。

また、平成２０年６月より船員派遣事業許可の更新が行われており、現在、８７事業

者の許可の更新を行っているところである。これらの事業者に対しては、原則、許可の

有効期間（５年）内に最低１回の事業場監査を実施することとしており、今般、許可を

更新した事業者のうち１７事業者についても、事業場監査を関係地方運輸局等において

実施したところである。

なお、今回の事業場監査においては、派遣期間に問題があり、かつ、期間雇用を行っ

ていた事業者があったほか、船員派遣を実施していた２２事業者のうち５事業者につい

て派遣元管理台帳の記載事項の漏れがあった等の不備事項が発見されたので、所要の指

導を行い是正を図ったところである。

また、安全衛生教育訓練に係る通知をしていない６事業者に対して教育訓練に係る所

要の手続きを適切に実施するよう指導を行うとともに、派遣船員に必要な安全衛生教育

訓練について公的な機関を活用するよう併せて指導を行ったところである。

Ⅰ．監査実施期間：平成２０年１１月１日～平成２１年４月３０日

Ⅱ．監査実施（対象）事業者：３２事業者

Ⅲ．監査実施機関：地方運輸局等【７局】

Ⅳ．監査結果

１．監査実施（対象）事業者の概要

（１）船員派遣事業以外に兼業している事業

（事業者）

イ．外 航 海 運 業： ３

ロ．内 航 海 運 業： ２１

ハ．船 舶 管 理 業： ４

ニ．船舶代理店業： ４

ホ．兼 業 な し： ３

ヘ．その他 （事業者）

船 舶 貸 渡 業：２

海 洋 調 査：２

海洋コンサルタント：２

曳 船 業：２
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通 船 業：２

港 湾 土 木 工 事：１

船舶保守整備受託業務：１

土 木 建 設 業：１

サ ル ヴ ェ ー ジ 業：１

海 洋 工 事 業 務：１

船 舶 食 料：１

環 境 技 術：１

（２）船員派遣の実施状況

（事業者）

イ．船員派遣実施事業者：２２

ロ．船員派遣未実施事業者：１０

（３）派遣船員等の状況

イ．派遣船員を含む雇用船員：１，１２１人

① 派遣船員：４９３人

② 派遣船員以外の雇用船員：６２８人

・ 常用雇用：６２８人

・ 期間雇用： ０人

ロ．監査時に乗船中の派遣船員：１９２人

ハ．監査時までに派遣した派遣船員：延べ１，６４９人

ニ．監査時までに派遣した船舶：実数２８９隻

【内航：２１８隻 外航：７１隻】

ホ．監査時までに派遣した船舶：延べ１，４０９隻

ヘ．船員派遣を行った派遣先：１６０事業者

【国内企業：１４４事業者 海外企業：１６事業者】

２．是正指導の状況

（１）是正指導を行い、是正が図られた事業者：１２事業者

（２）不備事項の内容

イ．派遣船員関係 （是正指導：２事業者 ４件）

ロ．船員派遣契約関係 （是正指導：３事業者 ３件）

ハ．派遣船員であることの明示等関係 （是正指導：１事業者 １件）

ニ．派遣船員への就業条件等明示関係 （是正指導：３事業者 ３件）

ホ．派遣先への派遣船員に関する通知関係（是正指導：７事業者 ７件）

ヘ．派遣元管理台帳関係 （是正指導：５事業者 ５件）

３．教育訓練の実施状況

船員派遣を実施していた２２事業者全てが、派遣船員に対する教育訓練を実施し

ていたが、一部、安全衛生教育訓練に係る通知をしていない事業者があった。

これらの事業者に対して通知をする等、教育訓練に係る所要の手続きを適切に実

施するよう指導を行うとともに、派遣船員に必要な安全衛生教育訓練について公的

な機関を活用するよう併せて指導を行ったところである。
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本会議は、船員派遣事業制度の導入に当たり 「船員派遣制度及び職業紹介制度につ、

いては、施行の状況を勘案して、必要に応じて検討を加え、その結果に基づいて必要

な措置を講ずることが適当であり、そのため官労使によるフォローアップの場を設け

る 」とされたことを受け、平成１７年７月に設置されてものである。。
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